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「特定保険医療材料の材料価格算定に関する

留意事項について」の一部改正について

標記については 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項につい、

て （平成18年3月6日保医発第0306005号）により取り扱われてきたところであ」

るが、本日 「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一部を改、

正する件 （平成18年厚生労働省告示第513号）が公布され、平成18年10月1日か」

ら適用されることとされたことに伴い、同通知を次のように改正し、平成18年1

0月1日から適用することとしたので、その取扱いに遺漏のないよう、関係者に

対して周知徹底を図られたい。

記

Ⅰの３の（75）の次に次のように加える。

(76)肝動脈塞栓材

肝動脈塞栓材は、肝細胞癌患者に対する肝動脈塞栓療法において使用し

た場合に限り算定できる。


